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告

示

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
一
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
二
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

廃
止
年
月
日

三
上
医
院

夏
堀
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ

ク
福
地
診
療
所

あ
ず
ま
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ

ッ
ク

橋
本
歯
科
医
院

橋
本
耳
鼻
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

弘
前
眼
科
医
院

清
藤
歯
科
診
療
所

谷
地
薬
品

サ
カ
エ
薬
局
弥
生

む
つ
市
柳
町
一
丁
目
八
の
二
二

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地
字
町
中
二
二

平
川
市
柏
木
町
東
田
三
一
三
の
八

上
北
郡
横
浜
町
字
寺
下
二
二
の
一

八
戸
市
湊
高
台
五
丁
目
二
〇
の
一
八

弘
前
市
大
字
鍛
冶
町
一
九

五
所
川
原
市
旭
町
一
二

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
神
才
二
二
の
二

五
所
川
原
市
弥
生
町
一
五
の
八

平
成
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名
称
又
は
氏
名

所
在
地
又
は
住
所

指
定
年
月
日

医
療
法
人
章
士
会
三
上
医

院医
療
法
人
夏
堀
デ
ン
タ
ル

ク
リ
ニ
ッ
ク
福
地
診
療
所

あ
ず
ま
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ

ッ
ク

あ
こ
う
歯
科
医
院
階
上
歯

科
診
療
所

む
つ
市
柳
町
一
丁
目
八
の
二
二

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地
字
町
中
二
二

平
川
市
柏
木
町
東
田
三
一
三
の
八

三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
榊
山
一
〇
の
二

一
五

平
成
��･
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�	･

�･

�

��･

�	･

�

��･

�	･

��

�
�
�
�



� �

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
三
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
四
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
所
在
地
及
び
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
五
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
六
号

障
害
者
自
立
支
援
法

(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条

第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成23年11月16日 水曜日 第3465号 �

橋
本
歯
科
医
院

橋
本
耳
鼻
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

谷
地
薬
局

サ
カ
エ
薬
局
弥
生

ク
オ
ー
ル
薬
局
弘
前
店

上
北
郡
横
浜
町
字
寺
下
二
二
の
一

八
戸
市
湊
高
台
五
丁
目
二
〇
の
一
八

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
神
才
二
二
の
二

五
所
川
原
市
字
弥
生
町
一
八
の
三

弘
前
市
大
字
五
所
字
野
沢
三
九
の
二
五
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事

業

者

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ス

ラ
イ
ヴ

黒
石
市
大
字
黒
石
字
十

三
森
一
八
四
の
二
九

訪
問
看
護
す

ず
ら
ん

黒
石
市
大
字
黒
石
字
十

三
森
一
八
四
の
二
九

平
成

��･

��･

�

株
式
会
社
ニ

チ
イ
学
館

東
京
都
千
代
田
区
神
田

駿
河
台
二
丁
目
九

ニ
チ
イ
ケ
ア

セ
ン
タ
ー
八

戸
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ

ン

八
戸
市
根
城
三
丁
目
四

の
一
七

��･

�･

��

事

業

者

事

業

所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

黒
石
市
大
字
黒

石
字
十
三
森
一

八
四
の
二
九

黒
石
市
大
字
黒

石
字
十
三
森
一

八
四
の
二
九

変
更
後

株
式
会
社
ス

ラ
イ
ヴ

黒
石
市
大
字
境

松
字
村
井
一
五

一
の
一

訪
問
看
護
す
ず

ら
ん

黒
石
市
大
字
境

松
字
村
井
一
五

一
の
一

平
成

��

･

��･

��

氏

名

住

所

施
術
所
の
名
称

施
術
所
の
所
在
地

指

定

年
月
日

新
井
田
忠
治

三
戸
郡
田
子
町
大
字

田
子
字
天
神
堂
向
一

二
三

新
井
田
整
骨
院

三
戸
郡
田
子
町
大
字

田
子
字
天
神
堂
向
一

二
三

平
成

��･
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�
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青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
七
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
八
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
五
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
六
十
九
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
板
柳
都
市

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
五
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

板
柳
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

板
柳
都
市
計
画
下
水
道
事
業

(

板
柳
町
公
共
下
水
道)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

な
し

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(

平
成
二
十
年
五
月
二
十
六
日
青
森
県
告
示
第
四
百
六
十
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名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年
月
日

サ
カ
エ
薬
局
鍛
冶
町

ア
イ
ン
薬
局
三
沢
店

弘
前
市
大
字
鍛
冶
町
一
六
の
二

三
沢
市
大
字
三
沢
字
堀
口
一
六
四
の
二
八
九

平
成
��

･

��･

��

〃

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
八
戸
階
上
線

八
戸
市
大
字
鮫
町
字
遥
望
石
二
四
の
二
か
ら

八
戸
市
大
字
鮫
町
字
遥
望
石
二
四
の
二
ま
で

平
成
��･

��･

��

� �

１ 図
面
番
号

県

道

道
路
の

種

類

八
戸
階
上
線

路
線
名

八
戸
市
大
字
鮫
町
字
遥
望
石
二
四
の
二
か
ら

八
戸
市
大
字
鮫
町
字
遥
望
石
二
四
の
二
ま
で

変

更

の

区

間

後 前
変
更
の

前
後
別

六
・
六
四
メ
ー
ト
ル
か
ら

六
・
八
一
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
か
ら

六
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

二
九
・
五
六
メ
ー
ト
ル

二
九
・
五
六
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考
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二
号)

の
事
業
地
に
、
北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
深
味
字
西
西
田
、
大
字
深
味
字
村
元
、
大
字
深

味
字
東
西
田
、
大
字
深
味
字
西
岸
田
、
大
字
深
味
字
東
岸
田
、
大
字
深
味
字
深
宮
、
大
字
深
味

字
岡
部
、
大
字
長
野
字
北
村
元
の
各
一
部
並
び
に
大
字
長
野
字
南
村
元
、
大
字
横
沢
字
宮
元
の

各
一
部
を
加
え
、
大
字
長
野
字
西
田
、
大
字
長
野
字
福
岡
、
大
字
横
沢
字
東
宮
元
、
大
字
福
野

田
字
本
泉
、
大
字
板
柳
字
村
上
の
各
一
部
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

公

告

争
議
行
為
の
通
知
の
公
表

青
森
市
妙
見
三
丁
目
一
の
一
〇
に
所
在
す
る
青
森
県
医
療
労
働
組
合
連
合
会
の
執
行
委
員
長
山
本

公
行
か
ら
労
働
関
係
調
整
法

(

昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号)

第
十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

争
議
行
為
の
目
的

医
療
等
労
働
者
の
大
幅
増
員
、
賃
金
と
雇
用
の
確
保
等

二

争
議
行
為
を
な
す
日
時

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
八
日
午
前
零
時
よ
り
妥
結
に
至
る
ま
で
の
期
間

三

争
議
行
為
を
な
す
場
所

青
森
保
健
生
活
協
同
組
合
の
全
職
場
又
は
一
部
、
津
軽
保
健
生
活
協
同
組
合
の
全
職
場
又
は
一

部
、
八
戸
医
療
生
活
協
同
組
合
の
全
職
場
又
は
一
部

四

争
議
行
為
の
概
要

右
記
の
場
所
で
全
体
的
あ
る
い
は
部
分
的
に
、
あ
る
い
は
断
続
的
に
全
て
の
業
務
の
停
止
を
は

じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為
を
単
独
ま
た
は
、
併
用
し
て
行
う
。
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


